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第１ 計算明細書等の記載例 

 
１ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 
 

(事例１) 平成21年において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した場合(特

定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。) 

 

【記載例１－１】新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受けるとき 

   

  

次の算式により計算する(措法41②七)。 

 

〔1年目から10年目まで〕 

 

   住宅借入金等の    

    年末残高の合計額   × １％ ･･････→ 〔100円未満の端数切捨て〕(最高50万円) 

    (最高5,000万円)               

 

 

 

 

居住開始年月日  平成21年 11月 20日 

家屋に関する事項              土地等に関する事項 

家屋の取得対価の額    25,000,000円   土地等の取得対価の額    20,000,000円 

家屋の総床面積 100.00㎡            土地等の総面積  120.00㎡ 

うち居住用   90.00㎡                うち居住用 100.00㎡ 

住宅借入金等に関する事項 

  住宅借入金等の内訳      住宅及び土地等 

  年末残高(当初借入金額)   29,700,000円(30,000,000円) 

※ 共有者なし 
 

 

 

１ 控除額計算明細書の書き方 

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(以下「控除額計算明細書」という。)は、ま

ず、一面の１から５の該当する欄を書き、次に二面で、住宅借入金等特別控除額を計算して７の「番号」

欄にその選択した番号を転記する。 

なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年

末残高の計算明細書」を併せて使用する。 
 

 

２ 自己の居住の用に供される部分の土地等の面積 

その家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場

合の「居住の用に供する面積」は、課税上弊害がない限り、「敷地等の面積×家屋の居住用割合」により

計算した面積としても差し支えないものとしている。実務においては、この課税上弊害のない場合を「家

屋の居住用割合と土地等の居住用割合の差が10パーセント以内である場合」としており､これは実際の家

屋の居住用割合と実際の土地等の居住用割合の差が僅少であるか否かによって判断するものである。 

また、その者の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用

の額がその家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額のおおむね 90 パ－セ

ント以上に相当するときは、その家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額

の全部がその者の居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用

の額に該当するものとして取り扱うこととしている(措通41－29、41の３の２－８)。 

設例の場合には、実際の家屋の居住用割合(90 パーセント)と実際の土地等の居住用割合(83.34 パーセ

ント)の差が10パーセント以内であるので、土地等の居住用部分の面積は、家屋の居住用割合を基に計算

することができる。また、実際の家屋の居住用割合は、90パーセント以上であり、措通41－29により家

設 例 (居住の用以外の用に供する部分がある場合)

控除額 
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屋の居住用割合は100パーセントとなるため、土地等の居住用部分の面積は、 
 

  敷地等の面積(120.00㎡)× 家屋の居住用割合(100％)＝ 土地等の居住用部分の面積(120.00㎡) 
 

 となる。 
 

 

３ 一括購入の場合の家屋や土地等の取得対価の額 

マンションなどで、家屋と土地等を一括して購入し、家屋と土地等が共有でなく(又は家屋と土地等の

共有持分割合が同一であり)、家屋と土地等の居住用割合が同じであり、かつ、家屋の新築等及び土地等

の購入に係る住宅借入金等が一括借入れのみであるような場合には、住宅借入金等特別控除額の計算にお

いて家屋と土地等の取得対価の額を区分する必要がないことから、それぞれの取得対価の額を区分せずに、

家屋と土地等の購入総額によることとしても差し支えない。 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

(注) 平成21年中に居住の用に供した場合の⑨欄は、5,000万円が最高限度額となる。 

 

 
(注) 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」(例：平成 21 年 11 月 20 日居住開始)を

記載する。 

 

２１ １１ ２０ 

２５００００００ ２０００００００

１００ ００ 

９０ ００ 

１２０ ００

１２０ ００

２５００００００ ２０００００００ ４５００００００ 

２９７０００００ 

１００ ００ 

２９７０００００ 

２９７０００００ 

２９７０００００

１

２９７０ 

２９７０００００ 

１００ ０ １００ ０１００ ０
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〔控除額計算明細書二面〕 

 

２９，７００，０００ 

２９７，０ 



                       4

【記載例１－２】増改築等をした部分に係る住宅借入金等について控除を受けるとき 

 

 

【記載例１－１】の算式により計算する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

 

 
 (注) 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に増改築等をした部分に係る「居住開始年月日」(例：

平成 21 年 11 月 20 日居住開始)を記載する。 

 

 

居住開始年月日  平成 21 年 11 月 20 日 

増改築等の費用の額／うち居住用 5,000,000 円／5,000,000 円 

住宅借入金等に関する事項 

年末残高(当初借入金額)   5,900,000 円(6,000,000 円) 

  ※ 共有者なし 

控除額 

設 例 (住宅借入金等の年末残高の合計額が増改築等の費用の額等を超える場合) 

２１ １１ ２０

５００００００

５００００００

５００００００

５００００００

５００００００

５００００００

５９０００００

５９０００００

１００ ００

１００ ０

１

５００ 
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〔控除額計算明細書二面〕 

 

５，０００，０００ 

５０，０ 
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【記載例１－３】認定長期優良住宅の新築等をして、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等

特別控除の特例の適用を受けるとき 

 

 

 

次の算式により計算する(措法41⑤一)。 

 

〔1年目から10年目まで〕 

 

住宅借入金等の    

年末残高の合計額   × 1.2％ ･･････→ 〔100円未満の端数切捨て〕(最高60万円) 

(最高5,000万円)      

 

 

 

居住開始年月日  平成21年 11月 20日 

家屋に関する事項              土地等に関する事項 

家屋の取得対価の額    37,000,000円   土地等の取得対価の額    25,000,000円 

家屋の総床面積  130.00㎡         土地等の総面積  120.00㎡ 

うち居住用   130.00㎡            うち居住用   120.00㎡ 

住宅借入金等に関する事項 

  住宅借入金等の内訳      住宅及び土地等 

  年末残高(当初借入金額)   49,800,000円(50,000,000円) 

※ 共有者なし 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

控除額 

設 例 

２１ １１ ２０ 

３７００００００ ２５００００００

１３０ ００ 

１３０ ００ 

１２０ ００

１２０ ００

３７００００００ ２５００００００ ６２００００００ 

４９８０００００ 

１００ ００ 

４９８０００００ 

４９８０００００ 

４９８０００００

４９８０００００ 

１００ ０ 

１００ ００ １００ ００
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(注)１ 「７ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、「認定長期優良住宅の新築等

に係る住宅借入金等特別控除の特例」の選択「３」を記載する。 

２ 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」及びその頭部に○認 (例：○認 平

成 21 年 11 月 20 日居住開始)を記載する。 

 

〔控除額計算明細書二面〕 

 

３

５９７６ 

４９，８００，０００ 

５９７，６ 
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(事例２) 平成 11 年以後において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、かつ、

平成 21 年において増改築等をした部分等を居住の用に供した場合(特定増改築等住宅借入金等

特別控除の適用を受ける場合を除く。) 

 

【記載例２－１】先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入

金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき 

 

 

 

平成 21 年 12 月 31 日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、その区分

した居住年に係る住宅借入金等ごとに計算した控除額(当該金額に 100 円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。)の合計額とする(措法 41 の２)。  

(注) 異なる居住年ごとに定められた最も高い控除限度額を限度とする。 

 

〔控除限度額〕 

平成 11 年以後において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、かつ、平

成 21 年において増改築等をした部分等を居住の用に供した場合の控除限度額は 50 万円となる。 

  

 

 

 

① 居住開始年月日  平成16年 1月 15日 

家屋に関する事項              土地等に関する事項 

   家屋の取得対価の額     20,000,000円  土地等の取得対価の額   25,000,000円 

   家屋の総床面積 100.00㎡          土地等の総面積  120.00 ㎡ 

うち居住用 100.00㎡            うち居住用  120.00 ㎡ 

住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳     住宅及び土地等 

   年末残高(当初借入金額)   25,200,000円(30,000,000円) 

 

② 居住開始年月日         平成21年 11月 20日 

  増改築等の費用の額／うち居住用 5,000,000円／5,000,000円 

  住宅借入金等に関する事項 

   年末残高(当初借入金額)   4,900,000円(5,000,000円) 

※ 共有者なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 例 

控除額 
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〔控除額計算明細書一面〕 

 

 
 

(注)１ 「７(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、先の新築等をした家屋に係る

住宅借入金等特別控除の適用「１」と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金等特別控除の適用

「１」を記載する。 

２ 申告書第二表の「特例適用条文等」欄には、先の新築等をした家屋に係る「居住開始年月日」(例：

平成16年１月15日居住開始)と後の増改築等をした部分に係る「居住開始年月日」(例：平成21年

11月 20日居住開始)のいずれも記載する。 

１６  １ １５ 

２０００００００ ２５００００００

１００ ００

１００ ００

１２０ ００

１２０ ００

２０００００００ ２５００００００ ４５００００００ 

２５２０００００ 

１００ ００ 

２５２０００００ 

２５２０００００ 

２５２０００００

２５２０００００ 

１００ ０ １００ ０１００ ０

５００００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

１００ ００

１００ ０

1 1

３０１０ 

５００００００

５００００００

２１ １１ ２０
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〔控除額計算明細書二面〕 

 
 

(注) ⑱欄の計算に当たっては、平成 21 年 12 月 31 日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ご

とに区分し、その区分した居住年に係る住宅借入金等ごとに計算した控除額(当該金額に 100 円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。 

    

    49,000円 ＋ 252,000円 ＝ 301,000円 ≦ 500,000円(控除限度額) 

 

 ４，９００，０００ 

２５，２００，０００ 

４９，０ 

２５２，０ 
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【記載例２－２】先の増改築等をした部分に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住

宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき 

 

 

① 居住開始年月日              平成16年 1月 15日 

  増改築等の費用の額／うち居住用      7,000,000円／7,000,000円 

  住宅借入金等に関する事項 

   年末残高(当初借入金額)         4,200,000円(6,000,000円) 

   

② 居住開始年月日              平成21年 11月 20日 

  増改築等の費用の額／うち居住用      5,000,000円／5,000,000円 

  住宅借入金等に関する事項          

年末残高(当初借入金額)         4,900,000円(5,000,000円) 

※ 共有者なし 

 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

 
 

(注)１ 「７(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、先の増改築等をした家屋に係

る住宅借入金等特別控除の適用「１」と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金等特別控除の適

用「１」を記載する。 

２ 申告書第二表の「特例適用条文等」欄には、先の増改築等をした家屋に係る「居住開始年月日」(例：

平成16年１月15日居住開始)と後の増改築等をした部分に係る「居住開始年月日」(例：平成21年

11月 20日居住開始)のいずれも記載する。 

 

設 例 

１６  １ １５

７００００００

７００００００

７００００００

４２０００００

４２０００００

４２０００００

４２０００００

４２０００００

１００ ００

１００ ０

２１ １１ ２０

５００００００

５００００００

５００００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

１００ ００

１００ ０

1 1

９１０
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〔控除額計算明細書二面〕 

 
 

(注) ⑱欄の計算に当たっては、平成 21 年 12 月 31 日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ご

とに区分し、その区分した居住年に係る住宅借入金等ごとに計算した控除額(当該金額に 100 円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。 

  

  49,000円 ＋ 42,000円 ＝ 91,000円 ≦ 500,000円(控除限度額) 

 ４，９００，０００ 

４，２００，０００ 

４９，０ 

４２，０ 
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【記載例２－３】【記載例２－１】の設例において、先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等について

阪神・淡路大震災の被災者の再取得等の場合の計算方法を選択したとき 

 

 

次の区分に応じそれぞれに掲げる算式により計算する(措法 41 の２、震災税特法 16③、震災税特令 14

の２)。以下、阪神・淡路大震災の被災者の再取得等に係る住宅借入金等を「再建住宅借入金等」という。

 

① 再建住宅借入金等の年末残高が1,000万円以下のとき 

 

 再建住宅借入金等      左以外の住宅借入                      

         ×２％＋ 金等の年末残高   ×１％    ･･････････････(最高50万円) 

    の 年 末 残 高        (最高 5,000 万円)                    

 

 

     (100円未満の端数切捨て)   (100円未満の端数切捨て) 

 

② 再建住宅借入金等の年末残高が1,000万円を超え2,000万円以下のとき 

 

再建住宅借入金等            左以外の住宅借入                 

×１％＋10 万円＋ 金等の年末残高   ×１％    ････(最高50万円)

の 年 末 残 高            (最高5,000万円)             

 

 

       (100円未満の端数切捨て)      (100円未満の端数切捨て) 

 

③ 再建住宅借入金等の年末残高が2,000万円を超えるとき 

 

再建住宅借入金等             左以外の住宅借入                  

の 年 末 残 高   ×0.5％＋20 万円＋ 金等の年末残高  ×１％     ･･･(最高 50 万円)

(最高3,000万円)             (最高5,000万円)                    

 

 

       (100円未満の端数切捨て)     (100円未満の端数切捨て) 

 

 

 

(注) 平成11年１月１日から平成16年 12月 31日までの間にした家屋の取得等が、阪神・淡路大震災の被

災者の家屋の再取得等である場合には、以下の算式によって控除額を計算することができる(震災税特

法16①)。 

 

〔1 年目から 6 年目まで〕 

 

イ 再建住宅借入金等の年末残高の合計額が1,000万円以下の場合 
      
        再建住宅借入金等の 

      年末残高の合計額 

 

ロ  再建住宅借入金等の年末残高の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合 
       
       再建住宅借入金等の 

      年末残高の合計額 

 

ハ  再建住宅借入金等の年末残高の合計額が2,000万円を超える場合 
   
  再建住宅借入金等の    

年末残高の合計額      

          (最高3,000万円) 

 

 

控除額 

× ２％ 

× １％ ＋ 10 万円 

× 0.5％ ＋ 20 万円 
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① 居住開始年月日         平成16年 1月 15日 

家屋に関する事項                      土地等に関する事項 

家屋の取得対価の額        20,000,000円   土地等の取得対価の額    25,000,000円 

   家屋の総床面積                   100.00㎡   土地等の総面積         120.00㎡

うち居住用          100.00㎡    うち居住用          120.00㎡

再建住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳      住宅及び土地等 

   年末残高(当初借入金額)   25,200,000円(30,000,000円) 

 

② 居住開始年月日          平成21年 11月 20日 

  増改築等の費用の額／うち居住用 5,000,000円／5,000,000円 

  住宅借入金等に関する事項 

   年末残高(当初借入金額)   4,900,000円(5,000,000円) 

※ 共有者なし 

 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

(注) 控除額計算明細書の「阪神・淡路大震災の被災者の再取得等の場合の計算方法」を選択した居住

開始年月日を○で囲む。 

 

 
(注)１ 「７  (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、先の新築等をした家屋に

係る「阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合の計算方法」の選択「６」と後の増改

築等をした部分に係る住宅借入金等特別控除の適用「１」を記載する。 

設 例 

１６  １ １５ 

２０００００００ ２５００００００

１００ ００

１００ ００

１２０ ００

１２０ ００

２０００００００ ２５００００００ ４５００００００ 

２５２０００００ 

１００ ００ 

２５２０００００ 

２５２０００００ 

２５２０００００

２５２０００００ 

１００ ０ １００ ０１００ ０

５００００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

１００ ００

１００ ０

6 1

３７５０ 

５００００００

５００００００

２１ １１ ２０



                       15

２ 申告書第二表の「特例適用条文等」欄には、先の新築等をした家屋に係る「居住開始年月日」

等(例：平成16年１月15日居住開始)と後の増改築等をした部分に係る居住開始年月日(例：平成

21年 11月 20日居住開始)のいずれも記載する。 

 

〔控除額計算明細書二面〕 

 
 

(注) ⑱欄の計算に当たっては、平成 21 年 12 月 31 日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ご

とに区分し、その区分した居住年に係る住宅借入金等ごとに計算した控除額(当該金額に 100 円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。 

 

 ４，９００，０００ 

２５，２００，０００ 

４９，０ 

３２６，０ 
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【記載例２－４】平成21年において財産分与により共有持分を追加取得した場合において、先の新築等を

した家屋に係る住宅借入金等と後の財産分与に伴い追加取得した共有持分に係る住宅

借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき 

 

 

① 居住開始年月日  平成16年１月15日 

家屋に関する事項              土地等に関する事項 

   家屋の取得対価の額  25,000,000円        土地等の取得対価の額  30,000,000円 

   家屋の総床面積 100.00㎡            土地等の総面積  120.00 ㎡ 

うち居住用  100.00㎡           うち居住用   120.00 ㎡ 

 共有持分 Ａ２／５ Ｂ３／５         共有持分 Ａ２／５ Ｂ３／５ 

住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳     住宅及び土地等 

   年末残高(当初借入金額)  35,200,000円(40,000,000円) 

   ※当初借入金はＡ及びＢの連帯債務であり、負担割合は共有持分と同じであった。 

 

② 財産分与により、ＡがＢの共有持分３／５を追加取得した。 

  また、ＡはＢの債務を承継し、借入金をＡの単独債務とした。 

  追加取得年月日  平成21年 12月 31日 

  財産分与時のＢの共有持分 

  の価額(時価)            家屋 8,000,000円  土地 18,000,000円 

 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

 
 

設 例 

１６  １ １５

２５００００００ ３０００００００

１００ ００

１００ ００

１２０ ００

１２０ ００

１０００００００ １２００００００ ２２００００００ 

３５２０００００ 

４０ ００ 

１４０８００００ 

１４０８００００ 

１４０８００００ 

１００ ０ １００ ０１００ ０

２    ５ ２    ５

２１ １１ ２０

８００００００ １８００００００

１００ ００

１００ ００

１２０ ００

１２０ ００

８００００００ １８００００００ ２６００００００ 

２１１２００００ 

１００ ００ 

２１１２００００ 

２１１２００００ 

２１１２００００ 

１００ ０ １００ ０１００ ０

１    １ １    １

1 1

３５２０ 

１４０８００００
２１１２００００
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(注)１ 「７(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、先の新築等をした家屋に係る

住宅借入金等特別控除の適用「１」と後の追加取得をした共有持分に係る住宅借入金等特別控除の

適用「１」を記載する。 

２ 申告書第二表の「特例適用条文等」欄には、先の新築等をした家屋に係る「居住開始年月日」(例：

平成 16 年１月 15 日居住開始)と後の追加取得をした共有持分に係る「居住開始年月日」(例：平成

21年 11月 20日居住開始)のいずれも記載する。 
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〔控除額計算明細書二面〕 

 
 

(注) ⑱欄の計算に当たっては、平成 21 年 12 月 31 日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ご

とに区分し、その区分した居住年に係る住宅借入金等ごとに計算した控除額(当該金額に 100 円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。 

 

  211,200円 ＋ 140,800円 ＝ 352,000円 ≦ 500,000円(控除限度額) 

２１１，２ 

１４０，８ 

１４，０８０，０００ 

２１，１２０，０００ 
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(事例３)平成 21 年において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した場合で、「住

宅及び土地等」に係る住宅借入金等に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等又は「土地等の

み」に係る住宅借入金等があるとき(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合

を除く。) 

 

【記載例３－１】土地等の先行取得に係る住宅借入金等があるとき 

 

 

                    (家屋)        (土地等) 

居住開始年月日(先行取得の日)    平成21年 11月 20日  (平成20年４月10日) 

取得対価の額             15,000,000円      20,000,000円 

総床面積又は総面積          70.00㎡         150.00㎡ 

居住用部分の床面積又は面積      70.00㎡         150.00㎡ 

居住用割合              100％              100％ 

 

                    (住宅のみ)  (土地等のみ)  (住宅及び土地等) 

新築又は購入に係る住宅借入金等      －   16,000,000円    14,000,000円 

の年末残高 

※ 共有者なし 

 

(注) 「住宅及び土地等」に係る住宅借入金等に併せて「住宅のみ」及び「土地等のみ」に係る住宅

借入金等がある場合には、控除額計算明細書の「５ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅

借入金等の年末残高」のⒼの⑥欄には、「Ⓒの②－Ⓔの⑥－Ⓕの⑥」とⒼの⑤のいずれか少ない

方の金額を記載する。 

その際には、「Ⓒの②－Ⓔの⑥－Ⓕの⑥」の金額を欄外に記載する。 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

 

 

設 例 

２１ １１ ２０

１５００００００ ２０００００００

７０ ００

７０ ００

１５０ ００

１５０ ００

１５００００００ ２０００００００ ３５００００００ 

１４００００００ 

１００ ００ 

１４００００００ 

１４００００００ 

３０００００００

１４００００００ 

１００ ０ １００ ０１００ ０

２０  ４ １０

１６００００００

１００ ００

１６００００００

１６００００００

１６００００００

(Ⓒの②－Ⓕの⑥) 19,000,000 
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【記載例３－２】「住宅のみ」又は「土地等のみ」に係る住宅借入金等が家屋又は土地等の取得対価の

額を超えるとき 

  

 

                   (家屋)         (土地等) 

居住開始年月日           平成21年 11月 20日     － 

取得対価の額            15,000,000円      20,000,000円 

総床面積又は総面積         70.00㎡         150.00㎡ 

居住用部分の床面積又は面積     70.00㎡         150.00㎡ 

居住用割合             100％              100％ 

 

                   (住宅のみ)   (土地等のみ)  (住宅及び土地等) 

新築等に係る住宅借入金等      17,000,000円     －     18,000,000円 

の年末残高 

 ※ 共有者なし 

 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

 

(注)１ 租税特別措置法第 41 条第１項に規定する住宅借入金等の金額とは、同項各号に掲げる借入

金又は債務の金額の合計額をいうのであるが、次に掲げる場合には、その合計額のうち、そ

れぞれに掲げる金額に達するまでの部分の金額が当該住宅借入金等の金額となる(同条第３項

に規定する特例住宅借入金等及び同条第５項に規定する長期優良住宅借入金等の金額も同様である。)(措通

41－23)。 

   ⑴ 新築等に係る住宅借入金等の金額の合計額が、当該新築等に係る建築工事の請負 

代金又は取得の対価の額を超える場合 ･･･････････････････････ 家屋の取得対価の額 

   ⑵ 新築等及び敷地の取得の両方に係る住宅借入金等の金額の合計額が、当該新築等に係る

家屋の取得対価の額と当該敷地の取得の対価の額との合計額を超える場合   

･･･････････････････････ 家屋の取得対価の額と敷地の取得対価の額との合計額 

設 例 

２１ １１ ２０

１５００００００ ２０００００００

７０ ００

７０ ００

１５０ ００

１５０ ００

１５００００００ ２０００００００ ３５００００００ 

１８００００００ 

１００ ００ 

１８００００００ 

１８００００００ 

３３００００００

１８００００００ 

１００ ０ １００ ０１００ ０

１７００００００

１００ ００

１５００００００

１７００００００

１５００００００

(Ⓒの②－Ⓔの⑥) 20,000,000 
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   ⑶ 敷地の取得に係る住宅借入金等の金額の合計額が、当該敷地の取得対価の額を超 

える場合 ･････････････････････････････････････････････････ 敷地の取得対価の額 

  

２ 「住宅及び土地等」に係る住宅借入金等に併せて「住宅のみ」及び「土地等のみ」に係る 

住宅借入金等がある場合には、控除額計算明細書の「５ 居住用部分の家屋又は土地等に係 

る住宅借入金等の年末残高」のⒼの⑥欄には、「Ⓒの②－Ⓔの⑥－Ⓕの⑥」とⒼの⑤のいずれ 

か少ない方の金額を記載する。 

その際には、「Ⓒの②－Ⓔの⑥－Ⓕの⑥」の金額を欄外に記載する。 
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【記載例３－３】家屋と土地等の居住用割合が異なるとき 

 

 

                   (家屋)         (土地等) 

居住開始年月日           平成21年 11月 20日 

取得対価の額            15,000,000円      20,000,000円 

総床面積又は総面積         70.00㎡         150.00㎡ 

居住用部分の床面積又は面積     70.00㎡          75.00㎡ 

居住用割合             100％              50％ 

 

                    (住宅のみ)   (土地等のみ) (住宅及び土地等) 

新築又は購入に係る住宅借入金等   10,000,000円    －     18,000,000円 

の年末残高 

※ 共有者なし 

 

(注) 「住宅及び土地等」に係る住宅借入金等に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等又は「土

地等のみ」に係る住宅借入金等があり、かつ、家屋と土地等の居住用割合が異なる場合には次

のように取り扱うこととする。 

 

  ○ 家屋と土地等を一括して購入した場合等の記載方法等は、【記載例３－３－①】によるもの

とする。 

ただし、納税者が【記載例３－３－②】の記載方法等によることとした場合には、これを

認めることとする。 

  

○ 土地等の先行取得で土地等の借入れが先にあり、かつ、「住宅及び土地等」に係る住宅借入

金等がある場合の記載方法等は、【記載例３－３－②】によるものとする。 

     ただし、納税者が【記載例３－３－①】の記載方法等によることとした場合には、これを

認めることとする。 

 

設 例 
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【記載例３－３－①】 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

 

〔(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方〕(控除額計算明細書の控用の裏面) 

 

 
 

２１ １１ ２０

１５００００００ ２０００００００

７０ ００

７０ ００

１５０ ００

７５ ００

１５００００００ ２０００００００ ３５００００００ 

(１０００００００) 

１００ ００ 

２０００００００ 

２０００００００

２８００００００ 

５０ ０１００ ０

１０００００００

１００ ００

１０００００００

１０００００００

28,000,000 

28,000,000 

15,000,000 

35,000,000 

35,000,000 

20,000,000 

12,000,000 

8,000,000 50 

100

１８００００００ 

(１０００００００) 
１８００００００ 
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【記載例３－３－②】 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

(注) 「５ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」のⒼの⑥欄には、「Ⓒの

②－Ⓔの⑥－Ⓕの⑥」とⒼの⑤のいずれか少ない方の金額を記載し、「Ⓒの②－Ⓔの⑥－Ⓕの

⑥」の金額を欄外に記載する。 

 

〔(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方〕(控除額計算明細書の控用の裏面) 

 

 
 

18,000,000 

18,000,000 

5,000,000 

25,000,000 

25,000,000 

20,000,000 

3,600,000 

7,200,000 50 

100

(Ⓐの②－ Ⓔの⑥ ) 

(Ⓑの②－ Ⓕの⑥ ) (Ⓒの②－ Ⓔの⑥ ) 

２１ １１ ２０

１５００００００ ２０００００００

７０ ００

７０ ００

１５０ ００

７５ ００

１５００００００ ２０００００００ ３５００００００ 

１００ ００ 

１０８０００００ 

２０８０００００

１８００００００ 

５０ ０１００ ０

１０００００００

１００ ００

１０００００００

１０００００００

１８００００００ 

１８００００００ 

(Ⓒの②－Ⓔの⑥) 25,000,000 

１０００００００
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(事例４)平成21年において高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用

を受けるとき 

 

【記載例４－１】高齢者等居住改修工事等を含む増改築等をした部分に係る増改築等住宅借入金等につ

いて控除を受けるとき 

 

 

 次の算式により計算する(措法41の３の２①)。この場合、住宅の増改築等に係る借入金等を「増

改築等住宅借入金等」といい、増改築等住宅借入金等の金額のうち高齢者等居住改修工事等及び特

定断熱改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額を「特定増改築等住宅借入金等」という。 

  

   特 定 増 改 築 等                 

    住宅借入金等の年           

   末残高の合計額   × ２％ ＋             －(Ａ)  ×  １％  

     (Ａ)           

     (最高200万円)                     

              

･･･････→〔100円未満の端数切捨て〕(最高12万円) 

 

 

 

 

居住開始年月日               平成21年 11月 20日 

増改築等の費用の額／うち居住用       5,000,000円／5,000,000円  

特定の増改築等に関する事項 

高齢者等居住改修工事等の費用の額     3,000,000円 

交付等を受ける補助金等の合計額         500,000円 

控除を受ける者の年齢          55歳 

住宅借入金等に関する事項 

年末残高(当初借入金額)           4,900,000円(5,000,000円) 

※ 共有者なし 

   

 

控除額 

設 例 

  増改築等住宅 
 借入金等の年末 
  残高の合計額 
 (最高1,000万円) 
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〔控除額計算明細書一面〕 

 

 
 

 

(注) 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」及びその頭部に○増 (例：○増 平成

21 年 11 月 20 日居住開始)を記載する。 

 

２１ １１ ２０

５００００００

５００００００

５００００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

１００ ００

１００ ０

４

６９０ 

３００００００ ５０００００ ２５０００００

２５０００００

２５０００００ ２００００００

 レ 
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〔控除額計算明細書二面〕 

 
 

 ４，９００，０００ 

６９，０ 

4,900,000 

2,000,000 
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【記載例４－２】高齢者等居住改修工事等及び特定断熱改修工事等を含む増改築等をした部分に係る増

改築等住宅借入金等について控除を受けるとき 

 

 

居住開始年月日               平成21年 11月 20日 

増改築等の費用の額／うち居住用       5,000,000円／5,000,000円  

特定の増改築等に関する事項 

高齢者等居住改修工事等の費用の額     1,500,000円 

交付等を受ける補助金等の合計額         500,000円 

控除を受ける者の年齢          55歳 

特定断熱改修工事等の費用の額      2,000,000円 

住宅借入金等に関する事項 

年末残高(当初借入金額)            4,900,000円(5,000,000円) 

※ 共有者なし 

   

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

 
 

設 例 

２１ １１ ２０

５００００００

５００００００

５００００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

４９０００００

１００ ００

１００ ０

１５０００００ ５０００００ １００００００

３００００００

３００００００ ２００００００

２００００００ 

 レ 
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(注) 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」及びその頭部に○増 (例：○増 平成

21 年 11 月 20 日居住開始)を記載する。 

 

〔控除額計算明細書二面〕 

 
 

４

６９０ 

 ４，９００，０００ 

６９，０ 

4,900,000 

2,000,000 


